
 

 

葉山町スポーツ推進計画の改定について 

 

本町では、「スポーツ基本法」に基づき、国のスポーツ基本計画を参酌するとともに、

神奈川県のスポーツ推進計画（エンジョイ・スポーツ！かながわプラン）を参考に、ス

ポーツを取り巻く状況や課題を整理したうえで中長期的な視点に立ちスポーツを推進

するため、令和３年３月に「葉山町スポーツ推進計画」を策定しております。 

 現行の計画が令和６年度末に終了するため、現在、次期スポーツ推進計画策定に向け、

上位計画である「葉山町総合計画」及び「葉山町教育総合プラン」をはじめ、他の個別

計画を踏まえ、現状と課題の把握に努めながら見直し作業を現在進めているところです。 

 

１ 計画改定の考え方 

スポーツ推進計画については、本町のスポーツ行政を推進していく上での考え方を示

すものとなります。 

次期スポーツ推進計画については、時代に対応した内容に変化させていく必要があり

ますが、現行計画の考え方を継承しつつ、これまで掲げてきた基本理念の「町民のだれ

もが、いつでも楽しく、どこでも気軽に、いつまでも親しめる生涯スポーツ社会の実現」、 

また、以下の三つの基本目標を柱とする予定でおります。 

・基本目標 

 (1) 生涯スポーツ活動の機会の充実 

 (2) 生涯スポーツ活動のための環境づくりの推進 

 (3) 生涯スポーツ活動の推進体制の再構築 

 

２ 計画期間・計画管理 

・令和７年度から令和 10年度までの４年間とします。 

・本計画に掲げた施策・事業については、葉山町教育ビジョン等により計画に対す 

る進行管理を適切に行い、運動・スポーツに対するニーズや社会情勢の変化等を踏 

まえながら、必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

３ 今後のスケジュール案 

令和７年１月 教育民生常任委員会にて報告 

２月 パブリックコメントの実施 

３月 スポーツ推進審議会実施 

４月 改定計画スタート 

 

４ その他 

  添付資料：町民の運動やスポーツに関するアンケート調査について 
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